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 6-2. 船越エリア 

「船越エリア」は、主として、船越半島と四十八坂を含むエリアである。 

図 6-4 船越エリア 

 

図 6-5 船越エリアの特色ある主な地域資源（一例） 
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（1） 当エリアの観光復興の方向 

当エリアは、国道 45 号線からのアクセスが良く、観光拠点施設が集積し、

船越半島の豊かな自然環境に恵まれた、「山田の観光拠点」である。これらの

資源を積極的に活用し、周遊（立ち寄り）や滞在型の観光客の受け皿としてい

くことを推進する。 

 

（2） 当エリアにおける重点プロジェクト・施策の展開イメージ 

① エコツーリズム・体験観光の展開イメージ 

・ 船越半島の豊かな自然を活用したプログラムの開発・提供（販売）促進

（霞露ヶ岳登山、トレイルウォーク 他） 
・ 船越半島の断崖景観（赤平金剛、大釜崎 他）の活用方策の検討 
・ 宿泊の推進（船越家族旅行村や町内宿泊事業者との連携 他） 

② 物産の展開イメージ 

・ 「道の駅やまだ」をはじめとする観光拠点での地場産品の販売促進、山

田の物産に関する情報発信の促進 

③ 飲食・宿泊の展開イメージ 

・ 「復興かき小屋」の活性化・利用促進 
・ 郷土食の発掘・活用の推進、山田の産物を活用した「山田らしさ」を感

じるメニュー開発・提供の促進 
・ 町内に滞在している復興工事関係者やその家族等へのプロモーション 

④ その他 

・ 「船越家族旅行村」と周辺施設、海水浴場の整備促進 
（「浦の浜」については 6-5 を参照。なお、「荒神海水浴場」は、主とし

て町民による利用を想定する） 
・ 「鯨と海の科学館」を拠点とした地域学習や遊び、体験等の提供に向け

た環境整備の促進 
・ 町内の景観スポットの発掘と活用の推進（漁業景観、船越半島からの眺

望、山田湾の景観スポット、祭り景観 他） 
・ 観光客への効果的な情報発信（観光拠点施設等での情報提供 他） 
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 6-3. 内陸エリア（豊間根） 

「内陸エリア（豊間根）」は、主として、内陸部の豊間根地区周辺を含むエ

リアである。 

図 6-6 内陸エリア（豊間根） 

 
 

図 6-7 内陸エリア（豊間根）の特色ある主な地域資源（一例） 
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（1） 当エリアの観光復興の方向 

当エリアは、農村の暮らしの風景や、山田の歴史を感じる資源（古民家、史

跡、伝説、地質資源等）が豊富に見られる「山田の奥座敷」である。これらの

資源を積極的に活用し、主に体験を通じた人と人との交流を図りながら観光

を推進する 

 

（2） 当エリアにおける重点プロジェクト・施策の展開イメージ 

① エコツーリズム・体験観光の展開イメージ 

・ 史跡や古民家等の歴史関連の資源（金塚と隠れキリシタン関連史跡、豊

間根家住居と地域の歴史、一東堂（一東上人）と南部家との関わり 他）、

の発掘 
・ 資源を活用した体験プログラム等の開発・提供（販売）の促進（観光プ

ログラムの検討 他） 
・ 地質（ジオ）資源の発掘と活用（ジオツアー、ジオトレッキング 他） 

② 物産の展開イメージ 

・ 地場で採れる農産品の流通・販売の促進 
・ 地場で採れる農産品を活用した加工品の開発促進 

③ 飲食・宿泊の展開イメージ 

・ 郷土食の発掘・活用の推進、山田の産物（地場で採れる農産品等）を活

用した「山田らしさ」を感じるメニュー開発・提供の促進 
・ 町内に滞在している復興工事関係者やその家族等へのプロモーション 

④ その他 

・ 景観スポットの発掘と活用の推進（農業景観、古民家、寺社仏閣 他） 
・ 歴史資源や地質資源の観光案内情報の整備の検討 
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 6-4. 内陸エリア（関口・織笠） 

「内陸エリア（関口・織笠）」は、主として、内陸部の関口・織笠地区周辺

を含むエリアである。 

図 6-8 内陸エリア（関口・織笠） 

 

 

図 6-9 内陸エリア（関口・織笠）の特色ある主な地域資源（一例） 
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（1） 当エリアの観光復興の方向 

当エリアは、山田らしい里山の暮らしが見られる「山田の原風景」である。

普段の暮らしや、大切にされてきた社寺等を、生活とバランスを取りながら活

用し、主に体験を通じた人と人との交流を図りながら観光を推進する。 

 

（2） 当エリアにおける重点プロジェクト・施策の展開イメージ 

① エコツーリズム・体験観光の展開イメージ 

・ 地域の暮らし（農作業、農家の暮らし、郷土料理、伝統芸能他）を活用

した体験プログラム等の開発・提供（販売）の促進（そば打ち体験 他） 
・ 農村景観を活かした観光プログラムやルートの検討（里山フットパス、

関口川上流部でのトレッキング 他） 

② 物産の展開イメージ 

・ 地場で採れる農産品の流通・販売の促進 ※織笠：白石そば等 
・ 地場で採れる農産品を活用した加工品の開発促進 

③ 飲食・宿泊の展開イメージ 

・ 郷土食の発掘・活用の推進、山田の産物（地場で採れる農産品 他）を

活用した「山田らしさ」を感じるメニュー開発・提供の促進 

④ その他 

・ 景観スポットの発掘と活用の推進（農業景観、古民家、寺社仏閣 他） 
・ 散策のための観光案内情報の整備の検討 

  



6．エリア別の取り組みの方向性 

｜120｜ 
 

 6-5. 「オランダ島」および「浦の浜」の利活用について 

前述のエリアの取り組みの方向性に加えて、特に有力な資源である「オラン

ダ島」および「浦の浜」の利活用について、「取り組みの方向性」と「具体的

な利用イメージ」を示す。 

 

表 6-1 「オランダ島」と「浦の浜」の利活用における位置付けの違い 

 オランダ島 浦の浜 

利活用コンセプト 非日常（特別、限定的） 日常（賑わい） 

利用者像 少人数、じっくり 誰でも、いつでも 

アクセス方法 シーカヤック、漁船、帆船等 徒歩、自転車、車等 

具体的な利活用の
イメージ 

・じっくり滞在利用 

・マリンレジャーやマリンスポーツ

の中継基地として利用 

・特別なイベントでの利用 他 

・気軽な立ち寄り利用 

・マリンレジャーや砂浜レジャーの

拠点としての利用 

・幅広く町民や観光客が参加するイ

ベントの会場としての利用 

・海水浴利用 他 
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（1） オランダ島の利活用について 

① 取り組みの方向性 

オランダ島は、山田町のシンボルであり、山田町民の原風景となってい

る町内各所から見渡せる観光資源であり、「見られる（絵になる）」ことを

意識することが必要である。 
このことに加えて、島内での利用方法としては、オランダ島の立地やシ

ンボル性を活かし、利用と保全のバランスをとりながら、少人数がじっく

りとその雰囲気や活動を楽しむことができるような観光体験を推進する。 
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② 具体的な利活用イメージ 

具体的な利活用イメージを例示する。今後、オランダ島での楽しみ方を

明確に示していくことが重要である。 

（i） じっくり滞在利用 

渡船で島に渡り、周囲に養殖筏と、山田市街部を見渡す特別な空間の中

で、自然と生活文化を感じながら、独特の時間の流れを体感する。 
【具体例】 
・昼寝をしたり、読書をしたり、砂浜を歩いたり等、特に何かをするではない、

制約のない自分だけの過ごし方を楽しむ機会の提供 
・星を見る、夕陽を見ながらビールを飲む、というような日常で体験しているこ

とを非日常の場所であるオランダ島で体験するプログラムを提供 
・バリアフリーダイビング等、障害がある人も楽しめるプログラム等の提供 
・魚介資源を活用したレジャー 他 

（ii） マリンレジャーやマリンスポーツの中継基地として利用 

マリンレジャー、マリンスポーツの中継基地、休憩ポイントとして利用

する。 
【具体例】 
・シーカヤックや帆船等の休憩や昼食の場所として活用 
・マリンレジャーと組み合わせた散策プログラム等の提供 他 

（iii） 特別なイベントでの利用 

オランダ島の独自性や雰囲気を活用した特別なイベントを企画・開催

する。イベントは、公的な行事から民間事業者による収益事業まで、幅広

く想定する。 
【具体例】 
・環境教育の要素が盛り込まれた島の自然観察会（エコツアー、島探険等）の開

催 
・アクティビティ要素の強いイベント（カヤックレース、スタンドアップパドル

レース）等の開催 
・“かきとビールを楽しむランチ”、“山田の魚介を使った創作パスタ”のような新

作の創作メニューを発表する会等の開催 他 

 
  



6．エリア別の取り組みの方向性 

｜123｜ 
 

（2） 浦の浜の利活用について 

① 取り組みの方向性 

浦の浜は、アクセスが良く、町民観光客を問わず、誰もが気軽に立ち寄れ

る場所に位置している。 
そこで、海水浴時期等には、一時に多数の来訪者を迎え入れることを想定

し、国道 45 号線を通る通過客も、存在に気づき、立ち寄り、山田湾の雰囲

気を感じられるような場所とすることが必要である。 
そのため、周囲に立地する「鯨と海の科学館」、「復興かき小屋」、「船越家

族旅行村」、「道の駅やまだ」等と密に連携し、連続した面的な活用を促進す

る。また、シーカヤック体験やマリン・ツーリズム等の出発地として、山田

湾での様々な体験観光の拠点として活用する。 
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② 具体的な利活用イメージ 

具体的な利活用イメージを例示する。 

（i） 気軽な立ち寄り利用 

鯨と海の科学館、復興かき小屋、船越家族旅行村、道の駅やまだ等を訪

れた人たちが、気軽に散策し、砂浜を訪れることができるようにする。 
【具体例】 
・鯨と海の科学館、復興かき小屋、船越家族旅行村、道の駅やまだ等に立ち寄っ

た人を砂浜へ誘導（観光案内、遊歩道、案内サイン等） 
・夏だけでなく、春や秋等にも、散策できるような雰囲気やプログラムの提供 

（ii） マリンレジャーや砂浜レジャーの拠点としての利用 

山田湾におけるマリンレジャーや砂浜レジャーの拠点として利用する。 
【具体例】 
・シーカヤックや小型帆船（セールボート）等の海上アクティビティの拠点（出

発場所、休憩場所、ミーティング場所他） 
・マリンレジャーや砂浜レジャーに必要となる機材等の保管や貸出等も検討 
・砂浜での体操、朝のヨガ体験等砂浜で健康になることを目指す簡単なプログラ

ムの提供 
・バリアフリーダイビング等、障害がある人も楽しめるプログラム等の提供 
・藻場を活用した観察会の開催 他 

（iii） 幅広く町民や観光客が参加するイベントの会場としての利用 

幅広く町民や観光客が参加する地域イベントの会場として利用する。 
【具体例】 
・これまでオランダ島まつり&ビーチフェスタとして開催されていた、マリンス

ポーツ体験やたらい船漕ぎレース等の開催 
・新規に、町民や周辺の住民が参加するイベントの実施（ビーチバレー、ビーチ

サッカー、ライフセービング、自作の船を使ったレース等） 他   

（iv） 海水浴利用 

山田町民や周辺住民が気軽に訪れる海水浴としての利用を促進する。 
【具体例】 
・家族や友人等と、バーベキュー等が楽しめるような場として活用 
・「船越家族旅行村」の宿泊客の海水浴利用を推進 他  
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 7． 目標実現に向けた取組体制 

 7-1. 行政、民間事業者、町民等が参画した、協働による取組体制 

本プロジェクトを推進するため、以下のような体制を構築し、行政、民間事

業者、町民等が参画し、協働で目標実現に向けて取り組む。 

（1） 観光復興ビジョン推進にかかる助言を行う主体 

① （仮称）山田町観光復興ビジョン審議会 

山田町観光復興ビジョンの推進にあたり、必要な助言を行う。 

構成員 
山田町観光復興ビジョン策定委員を基に、町内主要関連組

織・事業者、町外の有識者、山田町役場（担当課：水産商工

課）等により構成。 

開催頻度 
年 1 回程度（各年度の取りまとめ報告、実施計画）。 
山田町が必要と判断した時。 

 

（2） 観光復興ビジョン推進にかかる具体事業の立案・推進を行う主体 

① （仮称）山田町観光復興ビジョン推進会議 

山田町観光復興ビジョンの推進にあたり、山田町役場と協働・連携し、具

体事業を検討・実施する（具体事業の内容、実施方法、優先順位、事業費の

確保方法の検討等）。具体事業の実施にあたり、町内組織・団体、事業者、

一般町民、関係する旅行・交通事業者等と調整・連携する。また、必要に応

じて、（仮称）専門部会を招集し、具体事業の内容を検討する。 

構成員 
山田町観光復興ビジョン策定ワーキング会議・ワーキング委

員を基に構成。 

 

② 山田町役場 

（仮称）山田町観光復興ビジョン推進会議と協働・連携し、具体事業を検

討・実施する（具体事業の内容、実施方法、優先順位、事業費の確保方法の

検討等）。具体事業の実施にあたり、町内組織・団体、事業者、一般町民、
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関係する旅行・交通事業者等と調整・連携するほか、庁内調整、県・国等と

の調整を行う。 

 

③ （仮称）専門部会 

（仮称）ビジョン推進会議が必要に応じて招集し、各々の現場課題に基づき

具体事業の内容等の検討を行う。 

構成員 
山田町観光復興ビジョン策定ワーキング会議・専門部会委員

を基に構成。 

 

（3） 具体事業を実施する主体 

具体事業は、（2）が立案した具体事業に基づき、その実現に必要な主体が分

野横断的に参加して実施する。 

関係する主

体（例） 

・町内の組織・団体等（観光関連、産業関連、教育関連他）

・個別事業者、個人事業主 
・一般町民 
・関係する旅行・交通事業者等 他 
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図 7-1 山田観光復興ビジョンの取組体制 
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 7-2. 取組方法 

（1） PDCA サイクルによる推進 

本ビジョンを効果的に推進するため、PDCA サイクルの考え方を基に、

進行管理を行う。 

 

表 7-1 PDCA サイクルに基づく進行管理 

サイクル 実施主体 実施内容 

PLAN 
（計画、企画） 

・観光復興ビジョン推進

にかかる具体事業の

立案・推進を行う主体

・実施計画、企画を作成 
（人員、予算、資源） 
・計画期間、成果目標の明示

DO 
（実施） 

・観光復興ビジョン推進

にかかる具体事業の

立案・推進を行う主体

・具体事業を実施する主

体 

・実施計画に基づく具体事

業の実施 
・実施状況の記録 

CHECK 
（確認・評価） 

・観光復興ビジョン推進

にかかる具体事業の

立案・推進を行う主体

・実施結果の確認 
・目標と比較した際の評価 

ACTION 
（反映、改善） 

・観光復興ビジョン推進

にかかる具体事業の

立案・推進を行う主体

・評価に基づく改善方法の

検討 
・次の計画への反映 
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（2） 目標達成度を図るための指標（ものさし）の検討と必要に応じた見直し 

本ビジョンの目標達成度を測り、効果や課題を検証するための指標（ものさし）

の設定を検討する（必要に応じて追加調査等を行うことも検討する）。 

表 4-2 6 つの具体目標とものさしの例 （再掲） 

 目標 内容 
目標達成度を測る

ものさしの例 
観光客の状況

に関する目標 

(i) 山田町の認知度、

観光客数、満足度、滞

在時間を倍増しよ

う。 

現在の観光客数を倍増す

ることを目指す。また、山

田に来てよかったと思っ

ていただける観光客数も

増やすことを目指す。 

・観光客数 

・宿泊客数 

・滞在時間 

・観光客満足度 

・リピーター率 

 (ii) 旅行者の消費機

会と消費金額を倍増

しよう。 

山田町に来た旅行者の消

費機会と消費金額を増や

すことを目指す。 

・観光客の消費単価

・観光消費による経

済波及効果 

産業の状況に

関する目標 

(iii) 観光に関わる

人・企業を倍増しよ

う。 

観光を通じて経済効果を

高めることを目指す。 

・観光関連産業の従

事者数 

・観光関連店舗数（飲

食、物販等） 

・宿泊施設稼働率 

地域住民の状

況に関する目

標 

(iv) 山田町民の誇り

を倍増しよう。 

山田町の地域資源、産業へ

の理解等を深め、山田町民

の山田町への誇りを高め

ることを目指す。 

・観光振興への意識、

地域への誇り 

・山田町の地域資源

への理解度 

 (v) 観光を通じた取

り組みに関わる町民

を倍増しよう。 

観光を通じて「人と接する

機会を持つ人」を現在より

も増やすことを目指す。 

・観光振興に関わる

ガイドや協力者の

人数 

地域資源の状

況に関する目

標 

(vi) 地域の宝を倍増

しよう。 

観光活用しないものも含

めて、山田の宝といえる地

域資源を発掘・整理し、網

羅的に把握することを目

指す。 

・地域資源（自然資

源、文化資源）数

・観光活用する地域

資源数 

・観光活用に伴う活

用ルールの設定状

況、保全活動等の

実施状況 
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 7-3. 本ビジョンの普及啓発 

山田町観光復興ビジョンを実現するためには、山田町民が、本ビジョンへの

理解を深め、参加や協力を得やすい状況をつくるため、普及啓発を図ることが

必要である。表 7-2 に挙げるような方法等を用いて、継続的に普及啓発を図

る。 

表 7-2 普及啓発方法の例 

（例 1）山田町観光復興ビジョン説明会を開催する 
山田町役場およびワーキング委員等により、一般町民を対象とした、本

ビジョンの説明会を開催する。あわせて簡易な説明資料等も配布する。 
・ビジョンの概要をワーキング委員等が説明 
・参加者と意見交換 他 

（例 2）山田町広報に特集を組む 
山田町広報に特集を組み、本ビジョンの概要を掲載する。 
・見開きでビジョンの概要を作成・掲載 
・ワーキング委員等の関係者によるコメントを掲載 他 

（例 3）観光復興ビジョンの概要パネルを掲示する 
多くの方の目に付きやすい場所に、ビジョンの内容を分かりやすくま

とめたパネルを掲示する。 
・大判パネルに整理 
・役場や公共施設等の玄関周辺、休憩スペース等に掲示 他 

（例 4）町民イベントで、観光復興ビジョンを紹介する 
町民イベントの際に、開会式等でビジョンを紹介するとともに、ビジョ

ンを説明するブースを出展する。 
・ビジョン概要パネル掲示、パンフレット配布 
・ビジョンの普及啓発の一環として体験プログラムを実施 他 

（例 5）名刺等に、ビジョンやスローガンを記載する 
名刺等に、ビジョンやスローガンを記載する。 
・「山田プライド」の「シール」をつくり、名刺に貼れるようにする 
・誰でも使える名刺の台紙をつくる 
・オリジナルロゴを作成する（商標登録も想定する） 他 

（例 6）「山田プライド」という言葉自体を広める 
「山田プライド」という言葉自体を広める 
・会合のあいさつ等で活用する 
・会合の乾杯や締めのかけ声に「山田プライド」と言う 他 
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 8． 参考資料 

 8-1. 計画策定プロセス 

（1） 山田町観光復興ビジョン 策定委員会 

① 第 1 回策定委員会 
日時 平成 27 年 5 月 19 日（火）10 時～12 時 
場所 山田町役場 2 階特別会議室 

出席者 委員 11 名（欠席 1 名） 

議題 

1．開会 
2．あいさつ 
3．委員自己紹介 
4．委員長・副委員長選任 
5．議事 
（1）観光復興ビジョンの考え方と策定の進め方について 
（2）ワーキング委員の承認について 
（3）町外在住者との意見交換について 
（4）山田町における観光の現状について 
6．諸連絡 
7．閉会 

② 第 2 回策定委員会 
日時 平成 27 年 10 月 27 日（火）10 時～12 時 
場所 山田町中央公民館小ホール 

出席者 委員 8 名（欠席 4 名）、ワーキング委員 2 名 

議題 

1．開会 
2．あいさつ 
3．報告 ワーキング委員会の実施経緯について 
4．議事 
（1）観光復興ビジョンの骨子素案（基本理念、基本戦略）について 
（2）観光復興ビジョンの骨子素案（重点プロジェクト）について 
（3）観光復興ビジョンの骨子素案全体について 
5．諸連絡 
6．閉会 
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③ 第 3 回策定委員会 
日時 平成 28 年 2 月 19 日（金）午前 10 時～午前 11 時半 
場所 山田町中央ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 2 階会議室 

出席者 委員 10 名（欠席 2 名）、ワーキング委員 2 名 

議題 

1．開会 
2．あいさつ 
3．報告 
ワーキング委員会の実施経緯等について 
4．議事 山田観光復興ビジョン（答申案）について 
（1）目次構成／将来目標像・具体目標 
（2）目標実現に向けた取組体制 
（3）その他、全体について質疑 
5．閉会 
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（2） 山田町観光復興ビジョン 策定ワーキング委員会 

① 第 1 回ワーキング会議 
日時 平成 27 年 6 月 5 日（金）15 時 45 分～17 時 
場所 山田町中央公民館 2 階小ホール 

出席者 ワーキング委員 5 名 

議題 
1．専門部会とワーキング会議の位置付け 
2．専門部会の議論の共有 

② 第 2 回ワーキング会議 
日時 平成 27 年 6 月 12 日（金）10 時～12 時 
場所 山田町役場地下第 1 会議室 

出席者 ワーキング委員 4 名 

議題 

1．専門委員会の振り返り 
2．他地域における観光ビジョンの事例紹介 
3．観光復興ビジョンの構成イメージについての説明 
4．観光復興の基本理念、将来目標像についての議論 
5．今後の進め方について 

③ 第 3 回ワーキング会議 
日時 平成 27 年 7 月 23 日（木）10 時～12 時 
場所 山田町役場地下第 2 会議室 

出席者 ワーキング委員 3 名 

議題 

1．山田町観光復興ビジョンの基本理念と共通課題について 
2．個別課題と解決の方向性について（専門部会の担当分野） 
3．個別課題と解決の方向性について（専門部会以外の分野） 
4．今後の進め方について 

④ 第 4 回ワーキング会議 
日時 平成 27 年 9 月 15 日（火）10 時～12 時 
場所 山田町役場地下第 2 会議室 

出席者 ワーキング委員 3 名 

議題 
1．山田町観光復興ビジョンの基本理念と将来目標像（案）について 
2．山田町観光復興ビジョンの重点プロジェクト（案）について 
3．今後の進め方について 

⑤ 第 5 回ワーキング会議 
日時 平成 27 年 11 月 12 日（木）10 時～12 時 
場所 山田町役場 2 階特別会議室 

出席者 ワーキング委員 5 名 

議題 
1．策定委員意見を踏まえた骨子の修正方向について 
2．エリア別の観光復興の方向と将来目標像について 
3．今後の進め方について 
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⑥ 第 6 回ワーキング会議 
日時 平成 27 年 12 月 18 日（金）13 時半～15 時 35 分 
場所 山田町役場地下第 1 会議室 

出席者 ワーキング委員 5 名 

議題 
1．将来目標像について 
2．取組体制について 
3．復興ビジョン素案全体について 

⑦ 第 7 回ワーキング会議 
日時 平成 28 年 1 月 22 日（金）13 時半～15 時半 
場所 山田町役場地下第 2 会議室 

出席者 ワーキング委員 5 名 

議題 

1．復興ビジョン素案全体について（専門部会を踏まえた修正点の確認） 
2．将来目標像について 
3．普及啓発の方法について 
4．今後の進め方について 
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（3） 山田町観光復興ビジョン 専門部会 

① 第 1 回専門部会 
日時 平成 27 年 6 月 5 日（金）13 時半～15 時半（3 部会合同） 
場所 山田町中央公民館 2 階ホール 

出席者 
自然、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ体験型観光 4 名 
物産 4 名 
グルメ・宿泊 6 名 

議題 

1．観光復興ビジョン策定の進め方について 
2．山田町の観光の現状について 
3．各専門部会での議論 
4．議論内容の共有 

② 第 2 回専門部会 

日時 
自然、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ体験型観光 平成 27 年 6 月 23 日（火）19 時半～21 時 
物産 平成 27 年 6 月 24 日（水）10 時～12 時 
グルメ・宿泊 平成 27 年 6 月 23 日（火）13 時半～15 時半 

場所 
自然、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ体験型観光 山田町中央ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ和室 
物産 山田町役場地下会議室 
グルメ・宿泊 山田町役場 2 階特別会議室 

出席者 
自然、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ体験型観光 4 名 
物産 4 名 
グルメ・宿泊 7 名 

議題 

1．第 1 回専門部会の振り返り 
2．第 2 回ワーキング会議の報告 
（1）観光復興ビジョンの構成とイメージについて 
（2）山田における観光復興ビジョンの方向性について 
3．ビジョンの方向性に基づく「現状の課題」と「解決策」についての議論 
4．勉強会について 
5．今後の進め方について 

③ 第 3 回専門部会 

日時 
自然、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ体験型観光 平成 27 年 8 月 6 日（木）19 時半～21 時 
物産 平成 27 年 7 月 24 日（金）10 時～12 時 
グルメ・宿泊 平成 27 年 7 月 29 日（水）13 時半～15 時半 

場所 
自然、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ体験型観光 山田町役場地下第 2 会議室 
物産 山田町役場 4 階会議室 
グルメ・宿泊 山田町役場地下第 2 会議室 

出席者 
自然、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ体験型観光 4 名 
物産 4 名 
グルメ・宿泊 4 名 

議題 

1．ワーキング会議、専門部会の振り返り 
2．山田町観光復興ビジョンの基本理念、共通課題について 
3．具体的な課題と解決の方向性について 
4．今後の進め方について 
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④ 第 4 回専門部会 

日時 
自然、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ体験型観光 平成 27 年 11 月 20 日（金）19 時半～21 時 
物産 平成 27 年 11 月 20 日（金）10 時～12 時 
グルメ・宿泊 平成 27 年 11 月 18 日（水）13 時半～15 時半 

場所 
自然、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ体験型観光 山田町役場地下第 2 会議室 
物産 山田町役場 4 階会議室 
グルメ・宿泊 山田町役場 2 階特別会議室 

出席者 
自然、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ体験型観光 4 名 
物産 4 名 
グルメ・宿泊 6 名 

議題 

1．観光復興ビジョン骨子案について 
2．町外関係者ヒアリング結果について 
3．各施策の「実施体制」について（協議） 
4．オランダ島、浦の浜の利用のイメージについて 
5．今後の進め方について 

⑤ 第 5 回専門部会 

日時 
自然、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ体験型観光 平成 28 年 1 月 18 日（月）15 時～17 時 
物産 平成 28 年 1 月 15 日（金）13 時半～15 時半 
グルメ・宿泊 平成 28 年 1 月 14 日（木）13 時半～15 時半 

場所 
自然、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ体験型観光 山田町役場地下第 2 会議室 
物産 山田町役場地下第 1 会議室 
グルメ・宿泊 山田町役場地下第 2 会議室 

出席者 
自然、ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ体験型観光 3 名 
物産 4 名 
グルメ・宿泊 5 名 

議題 

1．復興ビジョン素案について 
（全体、将来目標像、スローガン、取組体制） 
2．重点プロジェクトについて 
（プロジェクト、スケジュール、取組体制、取組例） 
3．オランダ島、浦の浜の活用イメージについて 
4．今後の進め方について 
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 8-2. 山田町観光復興ビジョン策定委員会 

（1） 設置規約 

○山田町観光復興ビジョン策定委員会設置要綱（平成 27年山田町告示第 21号） 

 
（趣旨） 
第 1 この要綱は、山田町観光復興ビジョン策定委員会の設置に関し、必要な事

項を定めるものとする。 
（設置） 
第 2 山田町の目指すべき観光復興のあり方についての基本的な考え方および

これからの観光復興方策を総合的かつ体系的に整理することを目的とした山田

町観光復興ビジョン策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
（協議事項） 
第 3 委員会は、次に掲げる事項を協議する。 
 (1) 観光の現状調査および分析に関すること。 
 (2) 観光復興ビジョンの基本方針および計画に関すること。 
 (3) その他観光復興ビジョンの策定に必要な事項に関すること。 
（組織） 
第 4 委員会の委員は 12 名以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。 
 (1) 学識経験、専門知識を有する者 
 (2) 観光関係機関、団体に所属する者 
 (3) 公募による町民 
 (4) その他町長が必要と認める者 
（任期） 
第 5 委員の任期は、町長が委嘱した日から観光復興ビジョン策定が完了するま

でとする。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 
（委員長および副委員長） 
第 6 委員会に委員長および副委員長を置く。 
2 委員長および副委員長は、委員の互選によってこれを定める。 
3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。 
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 
（会議） 
第 7 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 
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2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 
3 委員長が特に必要と認めたときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求

め、その意見を聞くことができる。 
（付託） 
第 8 第 3 の協議事項に関する資料および素案等の作成については、山田町観

光復興ビジョン策定ワーキング委員会に付託するものとする。 
（庶務） 
第 9 委員会に関する庶務は、水産商工課において処理する。 
（補則） 
第 10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。 
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（2） 委員一覧 

 

観光関係機関、団体等 委 員（敬称略） 備 考 

山田町観光協会   川 石   睦 2 号委員 

山田町商工会   阿 部 幸 栄 2 号委員 

山田町特産品販売協同組合   豊間根 章 一 2 号委員 

三陸やまだ漁業協同組合 
 女性部長 
  沼 崎 敦 子 

2 号委員 

船越湾漁業協同組合   湊     謙 2 号委員 

新生やまだ商店街協同組合   昆   尚 人 2 号委員 

ＢＧ浦の浜会   藤 原 長 一 2 号委員 

環境省東北地方環境事務所 
宮古自然保護官事務所 

 自然保護官 
  櫻 庭 佑 輔 

1 号委員 

三陸鉄道株式会社 
 旅客サービス課長 
  赤 沼 喜 典 

2 号委員 

岩手県北自動車株式会社 
宮古営業所 

 宮古統括長 
  坂 下 光 明 

2 号委員 

公募委員   齊 藤 秀 喜 3 号委員 

公募委員   川 村 芳 宏 3 号委員 
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 8-3. 山田町観光復興ビジョン策定ワーキング委員会 

（1） 設置規約 

○山田町観光復興ビジョン策定ワーキング委員会設置要綱（平成 27 年山田町告

示第 23 号） 

 
（趣旨） 
第 1 この要綱は、山田町観光復興ビジョン策定ワーキング委員会の設置に関

し、必要な事項を定めるものとする。 
（設置） 
第 2 山田町観光復興ビジョン策定委員会（以下「策定委員会」という。）の付

託に応じ山田町観光復興ビジョンの素案等を作成するため、山田町観光復興ビ

ジョン策定ワーキング委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 
第 3 委員会は、山田町観光復興ビジョン策定委員会の付託を受け、次に掲げる

事項を所掌する。 
 (1) 観光の現状調査および分析に関すること。 
 (2) 観光復興ビジョンの基本方針および計画に関すること。 
 (3) その他観光復興ビジョンの策定に必要な事項に関すること。 
（組織） 
第 4 委員会の委員は 17 名以内とし、次に掲げる者の中から策定委員会の承認

を得て町長が委嘱する。 
 (1) 観光関係機関、団体に属する者 
 (2) 観光物産関係の事業所に属する者 
 (3) その他町長が必要と認める者 
2 委員会は、会務全般を担うワーキング会議および各専門部会で構成し、委員

は委員長の指名によりその構成員となるものとする。 
3 ワーキング会議および各専門部会に代表を置く。 
（委員の任期） 
第 5 委員の任期は、町長が委嘱した日から観光復興ビジョン策定が完了するま

でとする。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 
（委員長および副委員長） 
第 6 委員会に委員長および副委員長を置く。 
2 委員長および副委員長は、委員の互選によってこれを定める。 



8．参考資料 

｜142｜ 
 

3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。 
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 
（会議） 
第 7 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 
2 全体会議は、委員長がその議長を務める。 
3 ワーキング会議および各専門部会の会議は、各代表がその議長を務める。 
（庶務） 
第 8 委員会に関する庶務は、水産商工課において処理する。 
（補則） 
第 9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。 
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（2） 委員一覧 

○自然、エコツーリズム体験型観光専門部会 

所 属 等 委員（敬称略） 

山田町観光協会   道 又   純 

ＢＧ浦の浜会   藤 原 聖 児 

ジオトレイル   川 村 将 崇 

エコツーリズム／カキ養殖漁家   中 村 敏 彦 

 
○物産専門部会 

所 属 等 委員（敬称略） 

山田町観光協会   沼 崎 真 也 

山田町特産品販売協同組合   豊間根   仁 

山田町商工会青年部   間 瀬 慶 蔵 

山田町商工会女性部   佐々木 千鶴子 

 
○グルメ・宿泊専門部会 

所 属 等 委員（敬称略） 

新生やまだ商店街協同組合   椎 屋 百 代 

株式会社テルコーポレーション 
ビジネスインやまだ支配人 
  平 澤 義 浩 

光山温泉   古 舘 興 司 

山田町飲食店組合   横 田 博 安 

民宿 乙女荘   山 﨑 恵 子 

山田町商工会女性部   木 村 千 種 

白石集落農業生産組合   中 村 あづ子 

  
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山田町観光復興ビジョン 

山田プライド 
計画期間 平成 28 年度～平成 32 年度 

平成 28 年 3 月 山田町 
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